
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iwanai.ac.jp 
ＴＥＬ０１３５－６２－２１８３ ＦＡＸ０１３５－６２－２８６７ 

職業訓練法人 岩内地域人材開発センター運営協会 
～人を通じて地域づくり・企業づくり・笑顔づくり～ 

お申し込み・お問合せは岩内地域人材開発センターまで 

 岩内地域人材開発センターでは、『刈払機取扱作業者安全衛生教育』講習を開

催します。 

 従業員等に刈払機（草刈機）を使用させる業務につかせる場合は、労働安全衛

生法に基づいた教育を受講させる必要があります。 

 刈払機取扱作業者に対して、その安全衛生に関しての必要な知識を付与するた

め安全衛生を実施し、規定の教育を修了された方には修了証を交付します。 

日 程 

（労働安全衛生法第５９条第３項及び安全衛生特別教育規定第１０条準拠） 

平成３０年６月２６日（火） 

時 間 ８時３０分～１６時３０分（講習終了後、修了式を１５分程度行います） 

対 象 者 刈払機を使用する業務に従事する方 

受 講 要 件 特になし 

定 員 ２０名（最低実施申込者１０名） 

申 込 締 切 ６月１５日（金）１７時まで 

受 講 料 １２，０００円（申込締切日までにご持参願います） 

開 催 場 所 岩内地域人材開発センター 岩内町字東山８番地１６ 

委 託 先 コマツ教習所㈱ 北海道センタ 

申 込 方 法 申込締切日までに「職業講習受講申込書」と「特別教育・安全衛生

教育受講申込書」を記入のうえ、当センターまで持参ください。 

＜添付書類＞ 

・写真（３×２.４㎝）１枚【裏面に氏名を記入】 

・運転免許書のコピー 

備 考 受験票は、コマツ教習所㈱北海道センタより直接郵送されます。 

修了証は講習後日、コマツ教習所㈱北海道センタより郵送されます。 

当日は、運転免許証、印鑑を持参ください。 


